
※貸付変更申請 
交付期間中（就職・復職から１年間以内）に保育料の変更があった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申請手続～契約終了までの流れ 
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１ 申請（就職日・復帰日を含む月の翌々月末日までに提出） 

 

２ 審査・貸付決定（申請後、２ヶ月前後お時間をいただきます） 

 

別紙 提出書類チェックリストを参照 

①契約書（様式第２７号）２部送付。 １部に収入印紙を貼付し返信 

②振込口座（登録・変更）届出書（様式第６号） 

③印鑑証明書（申請者、連帯保証人）各１部 

３ 契約（貸付決定後、２週間以内に） 

 

５ 返還猶予申請（貸付金最終送金後、２週間以内） 

 

６ 返還猶予決定 

①未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付変更申請書（様式第７号） 

②変更後の保育料決定通知書の写し 

③その他必要書類（保育料無償通知の写しなど） 

４ 貸付金口座振込（年４回 ６月・８月・１２月・３月） 

保育料の一部貸付は、精算払いでの送金になります。 

※提出された書類に不備があった場合は、貸付決定や貸付金の交付が遅れ

ることがあります。予めご了承ください。 

 

【別紙】 未就学児を持つ保育士の保育料の一部貸付 

 

①返還猶予申請書（様式第９号） 

②業務従事証明書（様式第１０号） 事業所から証明印をもらう 

 

７ 返還免除申請（通算２年間保育業務に従事した後） 

 

※変更届（契約期間中に改姓、住所変更、従事先変更等）があった場合 

①変更届（様式第１３号） 

②その他必要書類 

①返還免除申請書（様式第１１号） 

②業務従事証明書（様式第１０号） 

※就業状況確認（契約期間中、毎年４月） 

 
①業務従事証明書（様式第１０号） ４月１日以降の証明を受ける 

８ 返還免除決定（契約終了） 


